
裁決番号 平成２９年度裁決第５号

裁 決 書

審査請求人

住所 ○○○○

氏名 ○○○○

審査請求人代理人

住所 ○○○○

氏名 ○○○○

処分庁 前橋市福祉事務所長

審査請求人が平成２９年２月８日に提起した処分庁による費用返還決定処分に係る審査

請求について、次のとおり裁決する。

主 文

本件審査請求に係る処分を取り消す。

第１ 事案の概要

１ 審査請求人は、平成２７年４月１０日から前橋市において生活保護を受けている。

２ 処分庁は、審査請求人が上記保護開始後に受給した企業年金について収入認定しな

かったことから、平成２７年８月から平成２８年８月までに受給した企業年金につい

て生活保護法（昭和２５年法律第１４４号。以下「法」という ）第６３条に基づき。

その全額（２４９，２８８円）の返還を決定し、同年１１月１７日に同月１０日付け

でその旨審査請求人に通知した。

３ 審査請求人は、処分庁から送付された分割弁済の納入通知書に沿って、平成２８年

１２月５日及び平成２９年１月５日に各３，０００円納付した。

４ 平成２９年２月８日付けで、審査請求人は、群馬県知事に対し、本件処分の取消し

を求める審査請求を提起した。



第２ 審理関係人の主張の要旨

１ 審査請求人の主張

審査請求人は、処分庁に対し年金証書等の書類を提出しており、企業年金を収入と

して認定しなかった落ち度は処分庁にあり、審査請求人に何ら落ち度はない、処分庁

の処理誤りに基づく生活保護費の過払金全額の返還を求める本件処分は、信義則に反

するとともに、法第６３条の適用に当たり考慮すべき事項を考慮しないなど裁量権を

逸脱濫用しているほか、過払金が既に費消されて現存利益がないのにもかかわらず行

われていることから、違法・不当な処分であり、速やかに取り消されるべきであると

主張する。

２ 処分庁の主張

処分庁は、本件処分について、処分庁には法第６３条の適用に際して自立更生費の

有無を確認する義務は課せられておらず、処分庁における裁量の範囲内であり、正規

の手続きにより行った処分であるため、本件審査請求は棄却されるべきであると主張

する。

また、処分庁は、審査請求人から企業年金にかかる挙証資料は提出されたものの、

保護開始申請時に提出された一般収入申告書に企業年金の記載がなかった旨主張す

る。法の適用は妥当かつ適正になされており、本件審査請求は理由なしとして棄却さ

れるべきであると主張する。

第３ 裁決の理由

本件に係る法令等の規定について１

保護の要件、基準及び程度等( )1
、 、 、法第４条は 第１項において、 保護は 生活に困窮する者がその利用し得る資産

能力その他あらゆるものを最低限度の生活の維持のために活用することを要件とし

て行われると規定するとともに、第２項において、民法に定める扶養義務者の扶養

及び他の法律に定める扶助はすべて保護に優先して行われるものと規定し、保護の

補足性を明らかにする一方、第３項において、急迫した事由がある場合に必要な保

、 、護を行うことを妨げるものではないと規定する また。 、法第８条第１項は 保護は

厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、その者の金銭

又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものと規定し、そ

の厚生労働大臣の定める基準として「生活保護法による保護の基準 （昭和３８年」

厚生省告示第１５８号。以下「保護の基準」という ）が定められるとともに、法。

地方自治法（昭和２２年法律６７号）第２定受託事務である保護実施の処理基準（

） 「 」４５条の９第１項及び第３項 生活保護法による保護の実施要領についてとして

（昭和３６年４月１日社発第１２３号。以下「次官通知」という 「生活保護法。）、

による保護の実施要領について （昭和３８年４月１日社発第２４６号。以下「局」

長通知」という 「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて （昭和３。）、 」

８年４月１日社保発第３４号。以下「課長通知」という ）その他の通知が厚生労。

働省から発出されている。



法第６３条の規定による費用返還( )2
ア 費用返還の要件と費用返還決定の裁量処分性

被保護上記( )の保護の補足性に反した場合の取扱いとして、法第６３条は、1
者が急迫の場合等において資力があるにもかかわらず保護を受けたときは、保護

に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかにその受けた保

護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなけ

ればならないと規定する。ここで言う「急迫の場合等」は、文字どおり、急迫の

ため自ら有する資力を最低生活の維持に活用できない場合のみならず 「調査不、

十分のため資力あるにかかわらず、資力なしとして誤認して保護を決定した場合

或いは保護の実施機関が保護の程度の決定を過って、不当に高額の決定をした場

合等 （厚生省社会局保護課長小山進次郞著「生活保護法の解釈と運用 ）と解さ」 」

れる。また 「実施機関の定める額」は 「全額を返還させることが不可能、或い、 、

は不適当である場合もあろうから、額の決定を被保護者の状況を知悉しうる保護

の実施機関の裁量に委せたもの （同）と解される。」

イ 費用返還決定の判断枠組み（年金の遡及受給以外の場合）

費用返還の決定については 「生活保護費の費用返還及び費用徴収決定の取扱、

いについて （平成２４年７月２３日社援保発０７２３第１号。以下「保護課長」

通知」という ）が判断枠組みを示しており、全額返還を原則としつつ、それに。

よって被保護世帯の自立が著しく阻害されると認められる場合は、一定額を返還

金から控除して差し支えないとしている。一定額とは、①盗難等不可抗力による

消失額、②家屋補修費等の一時的経費、③慈善的金銭等の収入認定除外額、④自

立更生に必要な経費、⑤生活保護脱却時の自立更生に必要な経費のいずれかであ

って、確実に証明され、又は保護の実施機関が認めるものである。さらに言い換

えると、②の一時的経費は、申請があれば保護費として支給が認められる額（保

護基準額以内 、③の収入認定除外額は、次官通知第８の３の⑶に列挙された収）

入であって、局長通知第８の２及び課長通知第８の４０の認定基準に基づき認め

られた額、④の自立更生費は、地域住民との均衡を考慮し社会通念上容認される

程度と認められた額であって、浪費のほか、贈与等当該世帯以外への給付、保有

が認められない物品等の購入及び保護開始前債務の弁済に係るものは含まれない

とされている。

なお、保護課長通知は、控除額の認定に際して、控除対象の費目やその認定基

準などを明確にして保護の実施機関の適切な判断を確保するための書式を定め、

その活用を促している。

ウ 費用返還決定の判断枠組み（年金の遡及受給の場合）

一方、年金を遡及して受給した場合の返還金について、保護課長通知は、自立

更生費等を控除することは、定期的に支給される年金の受給額全額が収入認定さ

れることとの公平性を考慮すると、上記イと同様の考え方で自立更生費等を控除

するのではなく、厳格に対応することが求められるとし、真にやむを得ない理由

により控除する費用については、慎重に必要性を検討することとされている。

なお、法第７８条の２第１項の規定による費用徴収に係る「生活の維持に支障



がない」場合の取扱いについて、保護課長通知は 「被保護者に対して支給され、

た保護金品については、一般的に世帯主等に当該世帯の家計の合理的な運営がゆ

だねられていることから、支出の節約の努力等によって徴収金に充てる金員につ

いて生活を維持しながら被保護者が捻出することは可能であると考えられる。具

、 ， 、体的に保護金品と調整する金額については 単身世帯であれば５ ０００円程度

複数世帯であれば１０，０００円程度を上限とし、生活保護法による保護の基準

別表第１第１章及び第２章に定める加算（中略）の計上されている世帯の加算額

相当分、就労収入のある世帯の就労収入に係る控除額（中略）相当分を、上限額

に加えて差し支えない」としている。

２ 本件処分の違法性等の有無について

( ) 裁量権の逸脱・濫用について1
上記１に記載のとおり、費用返還決定は、保護の実施機関の裁量に委ねられてい

るが、全くの自由裁量ではなく、法令及び告示の定めはもちろんのこと、処理基準

となる厚生労働省発出の諸通知に従うことが要請されている。そして、裁量権の行

使に当たっては 「判断が重要な事実を欠き、又は社会通念に照らし著しく合理性、

を欠くと認められる場合に限って、裁量権の逸脱又は濫用として違法となる （最」

高裁平成１８年２月７日第三小法廷判決）とされている。

保護課長通知において、保護費の全額返還によって被保護世帯の自立が著しく阻

害されると認められる場合は、一定額を返還金から控除して差し支えないとされて

いるところ、本件処分を決定する際、返還額から控除する費用について検討するた

めの本件過払金の使途の調査を処分庁が行わなかったことに争いはなく、また、処

分庁の提出資料を確認したところ、本件処分によって審査請求人の自立が著しく阻

害されないか検討した形跡は認められないため、その判断に重要な事実を欠くもの

と認められる。したがって、本件処分は、処分時において裁量権の逸脱・濫用があ

ると認められる。

なお、処分庁は、処分後に審査請求人から提出された「債務承認及び分割弁済申

出書」において、本件過払金が「生活費として消費済」という事実を確認し、自立

更生の範囲には生活費として費消した保護費は含まれず返還額から控除する余地は

ないこと、また、分納措置も講じていることから、結果として本件処分に違法、不

当な点はない旨主張している。

法第６３条が返還額の決定を実施機関の裁量に委せた趣旨は、法の「最低限度の

生活を保障するとともに、その自立を助長すること」という目的に照らし、全額返

還させることが不可能、不適当である場合もあろうから、被保護者の状況を知る保

護の実施機関の裁量に委せたものと解される。

処分庁は、過払いの原因が公的給付の場合は、厳格に全額返還を求めるとして、

処分後においても審査請求人の自立が著しく阻害されないかについて検討すること

なく、生活費が自立更生費に当たらないと判断したことのみをもって本件処分の正

当性を主張するが、審査請求人は分納の開始後電気料金を滞納していると主張して

いる（このことは、審査請求人は処分庁に連絡している ）ことから、分納措置を。



講じたとしても、全額返還によって自立が著しく阻害され、法の目的に反した「全

」 。額返還させることが不可能或いは不適当 な状態であると考えられる可能性もある

また、本件過払金が発生したのは、処分庁の過失によるものであり、審査請求人

が保護費の過払いを知らずに生活費として費消した本件では、こうした事情も踏ま

えて返還額の決定を検討すべきである。

よって、判断に重要な事実を欠く状態にあることは、処分後においても変わりの

ないものと認められる。

( ) その他の違法性等2
法第６３条の費用返還義務は、元の処分は有効なものとして、一方において特別

に費用返還義務を定めた、不当利得とは異なる原理に基づくものであり、現存利益

を超えた返還請求が直ちに違法となるものとは解されない。

また、本件処分は、企業年金の収入未認定に基づく過払いの現状を是正するもの

であり、保護の実施における無差別平等の原則（法第２条）にも沿うものである以

上、信義則に反するとまでは解されない。

３ 結論

以上のとおり、本件審査請求には、裁量権の逸脱・濫用について理由があるから、

行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第４６条第１項の規定により、主文のと

おり裁決する。

平成２９年８月９日

審査庁 群馬県知事 大澤 正明


